
ARIDA　2022. 12 ⑥

　
年
末
年
始
の
ご
み
収
集
は
、
特
別
収
集
体

制
で
実
施
し
ま
す
。
令
和
５
年
の
ご
み
出
し

カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご
確
認
の
う
え
、
お
間
違
い

の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ご
み
の
持
込
み
に
つ
い
て
は
、
年
末
年
始

は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
願
い
し

ま
す
。

　
　
生
活
環
境
課
　
℡
22 

ー 

３
５
６
５

申
込
先
　
各
清
掃
業
者

受
付
最
終
日
　
12
月
27
日
（
火
）
正
午
ま
で

受
付
開
始
日
　
令
和
５
年
１
月
７
日
（
土
）

　
年
末
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
有
田
市
清
掃
組
合
　
℡
83 

ー 

６
４
５
４

※

平
日
　
８
時
30
分
〜
正
午

■
特
定
健
診

対
象
者
　
今
年
度
40
〜
74
歳
の
国
保
加
入
者

内
容
　
問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

■
が
ん
検
診

対
象
者
　
今
年
度
に
40
歳
以
上
に
な
る
市
民

※

受
診
で
き
る
検
診
は
受
診
券
に
記
載

※

令
和
５
年
１
月
22
日（
日
）、２
月
５
日（
日
）

は
野
菜
摂
取
レ
ベ
ル
が
わ
か
る
「
ベ
ジ

チ
ェ
ッ
ク
Ⓡ
」
な
ど
の
測
定
が
で
き
ま
す
。

　
　
保
険
年
金
課
　
　
℡
22 

ー 

３
５
１
２

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

　
制
度
開
始
時
に
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

と
な
る
た
め
に
は
、
原
則
、
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
に
登
録
申
請
が
必
要
で
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と
な
る
た
め
の

登
録
申
請
期
限
は
、
令
和
５
年
３
月
31
日
で

す
が
、
登
録
さ
れ
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、

お
早
目
に
申
請
手
続
を
し
て
い
た
だ
き
、
余

裕
を
も
っ
て
ご
準
備
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
制
度
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
質

　
問
は
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
て
24
時

　
間
自
動
で
お
答
え
し
ま
す
。

問
　
０
１
２
０ 

ー 

２
０
５ 

ー 

５
５
３

※

９
時
〜
17
時
（
土
日
祝
除
く
）

※

個
別
相
談
は
、
所
轄
の
税
務
署
へ
の
事
前

予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・

登
録
申
請
手
続
の
相
談
会

日
時
　
12
月
21
日
（
水
）
14
時
〜
15
時

場
所
　（
公
社
）
湯
浅
納
税
協
会
　
３
階

※

開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
お
電
話
に
て

予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
湯
浅
税
務
署
　
℡
63 

ー 

５
４
０
６

■
市
役
所
・
市
立
病
院
・
保
健
セ
ン
タ
ー
・
水
道

　
12
月
29
日
（
木
）
〜
令
和
５
年
１
月
３
日

（
火
）
は
業
務
を
休
業
し
ま
す
。
休
業
中
は
、

婚
姻
、
出
生
、
死
亡
な
ど
の
戸
籍
の
届
出
に

限
っ
て
、
市
役
所
警
備
室
（
市
役
所
１
階
駐

車
場
入
口
）
に
て
受
付
し
ま
す
。

　
市
立
病
院
で
の
緊
急
時
の
診
察
等
に
つ
い
て

は
℡
82 

ー 

２
１
５
１
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
有
田
地
方
休
日
急
患
診
療
所

年
末
年
始
の
診
療
日
　
12
月
30
日
（
金
）
〜

　
令
和
５
年
１
月
３
日
（
火
）

時
間
　
10
時
〜
16
時（
受
付
は
〜
15
時
30
分
）

診
療
科
目
　
内
科
・
小
児
科

※

お
電
話
で
確
認
の
う
え
受
診
を
お
願
い
し

ま
す
。（
℡
52 

ー 

４
８
８
２
）

年
末
年
始
の
状
況

年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
・
持
込
み

年
末
年
始
の
ト
イ
レ
の
汲
み
取
り

令
和
５
年
10
月
に
消
費
税
の

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま
す
！

今
年
度
、
最
後
の
集
団
健
診
で
す
！

　
　
　
健
診
は
も
う
受
け
ま
し
た
か
？

Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和4年 11月 1日現在】

人口　26,283人（前月比-13人）
男　12,509人　女　13,774人
世帯数　11,718戸

お
し
ら
せ

ごみの種類
環境センター
（℡ 52-5384）

１月４日（水）
８時30分～

有田再生資源協同組合
　　㈱古勝　吉備工場

１月５日（木）
10時～有田再生資源協同組合

　　㈱古勝　本社

　℡ 52-2002

　℡ 63-1131（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）

（資源ごみ）新聞・雑誌・ 清掃センター
（℡ 82-5747）

１月４日（水）
８時30分～

ごみの種類

持込み先

申込み先

年末最終日

受付最終日

年始開始日

受付開始日

燃えるごみ・粗大ごみ・
その他の不燃物

プラスチック

ビン・缶・ペットボトル

段ボール・古布・古着

粗大ごみ 清掃センター
（℡ 82-5747）

12月30日（金）
15時まで

12月28日（水）
17時まで

12月28日（水）
17時15分まで

12月23日（金）
17時15分まで

１月４日（水）
８時30分～

実施日 健診場所 申込締切日

ＪＡありだ
宮原支所

１月22日（日） １月６日（金）保健センター

２月５日（日） １月23日（月）保健センター

１月26日（木） １月12日（木）

受付時間　８時～９時
※すべて無料です。
※事前に予約が必要です。
　電話またはWebで
　お申込みください。

「誰か」のこと  じゃない。 第74回人権週間  12月4日（日）～10日（土）　
それぞれの個性や生き方の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

問

問

問 問 問令
和
４
年
度

　
固
定
資
産
税
（
第
３
期
）

　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
６
期
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
６
期
）

　
介
護
保
険
料
（
第
６
期
）

　
　
納
期
限
は
12
月
26
日
（
月
）
で
す
。
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12
月
１
日
付
け
で
、
68
名
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
厚
生
労
働
大
臣
よ
り
委
嘱
を
受

け
ま
し
た
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地

域
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
常
に

住
民
の
立
場
に
立
っ
て
生
活
に
関
す
る
相
談

に
応
じ
、
助
言
や
支
援
を
行
い
ま
す
の
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
福
祉
を

専
門
に
担
当
し
、
関
係
機
関
と
区
域
担
当
委

員
の
連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

　
　
福
祉
課
　
℡
22 

ー 

３
５
２
２

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の
事

業
用
資
産
（
構
築
物
、
機
械
、
備
品
な
ど
）

の
こ
と
で
す
。
所
有
者
は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
資
産
状
況
等
を
市
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
年
と
変
更
が
な
い
場
合

で
も
、
必
ず
毎
年
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
方
法
　
申
告
書
を
提
出
（
郵
送
可
）

※

令
和
４
年
度
分
を
申
告
さ
れ
た
方
に
は
書

類
を
送
付
し
ま
す
。（
12
月
上
旬
予
定
）

※

初
め
て
申
告
さ
れ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　
令
和
５
年
１
月
４
日
（
水
）
〜

31
日
（
火
）（
郵
送
必
着
）

■
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

　
太
陽
光
発
電
設
備
（
太
陽
光
パ
ネ
ル
）
の

多
く
は
事
業
用
資
産
に
分
類
さ
れ
償
却
資
産

の
申
告
が
必
要
で
す
。
個
人
が
住
宅
用
に
設

置
し
た
も
の
で
も
売
電
し
て
い
る
場
合
は
事

業
用
資
産
と
な
り
ま
す
。

　
　
税
務
課
　
℡
22 

ー 

３
５
８
４

　
４
月
１
日
時
点
で
年
金
を
受
給
中
で
新
た

に
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
方
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書
が
届
い
て

い
ま
す
。
請
求
書
を
提
出
し
て
い
な
い
と
、

給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（
す
で
に
給
付
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は

新
た
な
手
続
き
は
不
要
）

※

令
和
５
年
１
月
４
日
ま
で
に
請
求
書
が
受

付
さ
れ
る
よ
う
に
提
出
し
な
か
っ
た
場
合

は
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
払

い
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０ 

ー 

０
５ 

ー 

４
０
９
２

　
肥
料
価
格
の
高
騰
に
対
し
、
化
学
肥
料
の

低
減
に
取
り
組
む
農
業
者
の
方
に
肥
料
費
の

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

申
込
み
　
肥
料
を
購
入
し
た
店
舗
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
有
田
振
興
局 

農
業
水
産
振
興
課

℡
64 

ー 

１
２
７
３

日
時
　
令
和
５
年
１
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時

場
所
　
フ
ォ
ル
テ
ワ
ジ
マ
４
階
　
大
ホ
ー
ル

参
加
企
業
　
県
内
企
業
20
社
（
予
定
）

対
象
　
概
ね
35
歳
以
上
〜
55
歳
未
満
の
一
般

求
職
者

　
　
　
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
キ
ャ
リ
ア
・

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
協
会

℡
０
７
３ 

ー 

４
２
５ 

ー 

３
７
２
０

あ
な
た
の
ま
ち
の

　
　
　
　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
さ
ん

お
忘
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
手
続
き

肥
料
価
格
高
騰
対
策
事
業
（
国
事
業
）

就
職
交
流
フ
ェ
ス
タ 

in 

和
歌
山

令
和
５
年
度
償
却
資
産
の
申
告

太陽光発電設備

10キロワット未満

償却資産税申告の対
象外です。
※取得額を経費とし
ている場合は、事業
用となります。

事業用の資産として、売電の有無にかかわら
ず、申告の対象となります。

10キロワット以上

発電量の全量又は余
剰を売電する場合、
事業用資産となり、
申告の対象となりま
す。

設置者

個人

（住宅用）

個人
（事業用）
法人

問

問問

問

問　保健センター　℡ 82-3223

※売電収入は、その所得額を申告する必要があります。
　所得金額が20万円以下の給与・年金所得者であって
　も、市税申告が必要です。

主催：有田ライオンズクラブ

申

問
・

地区 氏　名 担当地区名

箕
　
　
　
島

港

宮
　
　
崎

宮本　和信

楠本幾久子

松村　保美

濵田　澄夫

古川由美子

亀井美千子

永井　智子

梅本　光代

松本　裕子

炭　　峰子

山口　秀志

堤　　敏明

嶋田公美子

西田　　稔

野井　泰子

垣内眞知子

嶋田　德雄

栗山　仁美

田中　悦子

尾藤　啓二

津川　満里

桑原　博恵

引尾美智子

南幸町、北幸町、戎町、
橘町、福島1
駅前（1、2）、東生町、
東新町
冨久町、大正町、御蔵
町、東寺町、平尾町
福島（2、3）、天甫町、
三菱町

東仲町、西仲町、寿
町、住吉町

西の浜、新川、芦原3
（県営住宅）

新屋敷（1、2）、港楚
都浜

地区 氏　名 担当地区名

中
　
　
　
央

保
　
　
　
田

宮
原・糸
我

江川　義信

江川　充子

島田　有香

田中　紀子

竹内さち子

中尾　敦子

森川　喜子

成川あつみ

栗山　德子

児嶋　陽徳

江川　佳代

上野山善明

上野山喜久

佐々木敏光

土屋　泰男

御前　祐司

谷口　章子

川口　恭司

久世　　修

中尾　正治

大浦　紀子

宮井　典子

髙﨑　　保

野（由利、桜通り、南中、
生殿、団地）

地区 氏　名 担当地区名

宮
原
・
糸
我

初
　
　
　
島

主
任
児
童
委
員

東内　正晴

則藤　正文

的場　康二

岩﨑　義郎

九鬼百合子

古家　宣美

橋爪　嘉郎

岩本　光弘

川嶌　康由

谷畑多世子

竹田　雄一

川原　修也

白樫由美子

中井　宏幸

南村　純一

正木小夜子

𦚰村　敬介

中村眞理雄

梅本　直美

川島　恵理

雜賀比仁美

𦚰村　十月

（敬称略）

北新町（東側）

北新町（西側）

本町（1、2、3）

中寺町、西寺町

赤岩、東

出崎（1、2）

中（1、2）

芦原（1、2）

辰ケ浜1、2、3町内

辰ケ浜4、5町内

辰ケ浜6、7町内

辰ケ浜8、9町内

辰ケ浜10、11町内

辰ケ浜12、13町内

男浦

矢櫃、女ノ浦

逢井

小豆島（中御堂）

小豆島（浄妙寺谷）

小豆島（国尾）

古江見バイパス南側

古江見バイパス北側

山地

新堂（西）

新堂（東）

野（東、北、城、西）

千田西

高田

千田東（野井）

千田東（佐山）

辻堂（西）

辻堂（東）

星尾

山田原

下中島

西（真砂、堀町）

西（西里）

中番

須谷

東

新町（南）

新町（北）

道（東）

道（西）、畑（畑、前田）

滝、畑（市原）

滝川原（東）

滝川原（西）

里（北原、竹田）

里（弓場、里中央）

里（奥）

浜（上、本町）

浜（楚都浜、砂浜）

浜（南）

浜（新田、中野）

浜（脇本）

浜（北、松ヶ丘）


